
平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

協議会
相談支援事業をはじめとする区
の障害者福祉に関し、中核的な
協議の場として設置する。

部会や委員からの報告や提案、
発言についてお互いに理解を深
め、それぞれの分野での取り組
みや協力が行なえるよう討議す
る。

区障がい者相談支援センター
区社会福祉協議会
大阪市障がい者就業・生活支援セン
ター
ハローワーク梅田
府立中津支援学校
府立思斉支援学校
太陽ライフサービス
大淀寮
生活介護事業所ぜんかい屋
児童発達支援・放課後等デイサービ
ステトラCOCO
居宅介護支援事業所ハート介護サー
ビス
区保健福祉センター(生活支援課・健
康課・福祉課)

年4回程度開催

こども部会

北区内の障がい児に対する支援
をよりよいかたちで行なえるよう、
各事業所をはじめとする関係者
の調査研究、検証ならびに協議
の場として設置する

・幹事を選出
・情報交換、情報発信について試
行的に部会を開催し効果的なか
たちを探る
・事業所間のネットワークの構築

区内障がい児福祉サービス事業所
区内障がい福祉サービス事業所

年3回程度開催 今年度新設

生活・就労部会

北区内の障がい者がよりよい
かたちで、日中活動の場とし
ての「就労移行支援」「就労継
続支援」「生活介護」を利用で
きるよう各事業所をはじめと
する関係者の調査研究、検証
ならびに協議の場として設置
する

・幹事を選出
・情報交換、情報発信につい
て試行的に部会を開催し効果
的なかたちを探る

区内障がい福祉サービス事業所 年3回程度開催 今年度新設

北区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

協議会

地域の障がい福祉関係者が集ま
り、障がいのある方への支援体
制について協議したり、障がい福
祉に関する情報を共有したりする
場とし、区内の障がい者相談支
援センターや障がい福祉サービ
ス事業所など、各機関が連携し
て地域の障がい福祉に関する課
題や困難事例への対応を協議す
ることで、障がいのある方々の自
立と地域生活を支援します。

・協議会で各部会からの報告等
を受け、課題について議論

自立生活センターあるる
身体障がい者相談員
知的障がい者相談員
大阪市北部地域障がい者就業・生活
支援センター
こころさぽーとネットワーク
就労継続支援Ｂ型事業所とどまつ園
生活介護事業所あかまつ園
こども発達サポートステーションそれ
いゆ
地域活動支援センターこころの相談室
リーフ
㈱都島ナース
区社協
区保健福祉センター（地域活動担当・
生活支援担当）

年４回開催
（５月、８月、１１月、２月）

運営会議
協議会での議論等が円滑に行わ
れるよう事前に協議を行う。

・次月開催の協議会に向けた事
前協議

自立生活センターあるる
就労継続支援Ｂ型事業所とどまつ園
生活介護事業所あかまつ園
こども発達サポートステーションそれ
いゆ
㈱都島ナース

年４回開催
（４月、７月、１０月、１月）

相談支援部会

地域の障がいのある方やご家族
が相談できる場にどのようにつな
がっていけるかを協議し、地域の
障がいのある方が抱えている課
題を共有しながらその対応を考
えて取り組む。

・さまざまな相談者に対応するた
めにそれぞれの障がい特性に応
じた支援・対応マニュアルの作成
を継続して行う。
・部会で議論を通して相談員、相
談支援事業所のスキルアップを
図る。

自立生活センターあるる
身体障がい者相談員
知的障がい者相談員
大阪市北部地域障がい者就業・生活
支援センター
こころさぽーとネットワーク
生活介護事業所あかまつ園
こども発達サポートステーションそれ
いゆ
地域活動支援センターこころの相談室
リーフ
区内の計画相談支援事業所
区保健福祉センター（地域活動担当）

年４回開催
（６月、８月、１２月、３月）

都島区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

地域当事者部会

障がいに関する地域への啓発、
障がいへの理解等の研修会開
催、障がい者の防災・避難行動
要支援者への支援などを考えて
取り組む。

・障がい当事者との交流の場を
作り、情報交換を行うことなどに
より関係性を深める。
・交通まちづくりでは、前年度実
施したアンケートをもとに課題の
整理・改善に向けて取り組む。
・地域住民向け障がい者理解の
推進プログラム「障がい者のこと
をもっと知ろう」を継続して行う。
・災害時対応について、障がい
者・家族・事業所・関係機関にア
ンケートを実施する。

自立生活センターあるる
都島区身体障害者福祉会
大阪市手をつなぐ育成会都島支部
都島区知的障がい者相談員
都島区聴言障害者協会
就労継続支援Ｂ型事業所とどまつ園
就労移行支援事業所　きょうばし
区社協
区保健福祉センター（生活支援担当）

年４回開催
（４月、７月、１０月、１月）

事業所部会

障がい福祉サービス事業所間の
ネットワーク作りを図ることを目的
にした学習会や交流会などを開
催する。

・精神障がいをテーマとした研修
会及びグループワーク
・防災をテーマとした研修会及び
グループワーク

自立生活センターあるる
㈱都島ナース
フレッシュケアスマイル
サポートセンターGAKU
区内障がい福祉サービス事業所

年３回開催
（８月、１月、３月）

こども部会

障がい児支援に携わる関係者そ
れぞれの立場から「こどもにとっ
てより良い支援とは何か」を考え
て取り組む。

・各事業所間のネットワークを作
り、支援方法を学ぶ。
・小学校とのつながりの場をも
つ。
・新規参加事業所への見学会。

こども発達サポートステーションそれ
いゆ
都島区知的障がい者相談員
デイサービスかえる
デイサービスほっと
児童デイサービスすまいる
放課後等デイサービスたんばや
発達支援ルームピースプラント
都島区児童デイサービス
にじいろ
桜の宮ほっと
つみき箱
絆
キッズスクールピース

年４回開催
（４月、６月、８月、１月）

都島区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

協議会

福島区における相談支援事業を
はじめ障害者福祉に関するシス
テムづくりに関し、中核的な協議
の場として、地域の保健福祉に
かかる課題に対して機関 ・団体
等のネットワークによる的確な
サービスの調整や機関の連携等
の効果的な支援の仕組みを構築
し、地域における障害者支援を推
進することを担う。

第1回目に、障がい者のもつ課題
解決に向けた取組みについて、
活動方針案並びに計画案を提起
し、単年度で実現できること、2～
3年をかけて継続し推進しなけれ
ばならないことを明確化する。
平成28年度活動方針
１．障がい者・高齢者への安全・
安心のまちづくりの取り組み開催
２．学齢期の障がい児への福祉
総合支援法の情報提供、制度の
周知
３．障害者差別解消法「障害を理
由とする差別の解消の推進に関
する法律」施行にかかる周知と障
がい者への理解を深めてもらう
取組み
についての計画をたて、関係機
関との連携、事業実施することで
共生社会の実現を目指す。
協議会参加の各事業所、施設等
が、情報交換、問題を共有するこ
とで、福島区の福祉の向上を図
る。

障がい者団体（当事者）
障がい者相談支援事業者（委託・指
定）
障がい福祉サービス事業者
公共職業安定所
就業・生活支援センター
福島区社会福祉協議会
身体障がい者・知的障がい者相談員
福島区保健福祉課
（生活支援担当）
（保健活動担当）
（地域福祉担当）
各部会の代表者
障がい者支援に関する知識・経験を
有するもの

・隔月年５回程度開催（5・7・
9・11・2月)の第２火曜日に開
催
・9月開催の協議会は、大阪
市危機管理室、区防災担当に
依頼し、防災研修会を開催
・10月区民まつり参加
・H29.3月人権啓発推進協議
会と連携したイベントを開催

運営委員会

自立支援協議会を円滑かつ有効
に運営するため、開催前または
開催後に会議を実施。

今年度の活動方針の実現に向け
て、協議会議長（障がい者相談
支援事業者（委託・指定））と事務
局（福島区保健福祉課）が検討
会議、打合せ等を実施。

障がい者相談支援事業者（委託・指
定）
福島区保健福祉課
他、活動内容に応じて協議会委員、教
育機関、防災担当、各種団体事務局
等

協議会の開催に合わせて前
後に2～4回程度開催（年間17

回程度）

ヘルパー
事業所部会

区内において、サービス利用者と
その家族がより安心して快適に
暮らしていくことができるように、
情報や研修機会の提供、事業所
間の情報交換などをすることによ
り、ヘルパーの資質向上やサー
ビスの質の向上、ヘルパーの確
保などを目指す。

障害者差別解消法について
防災について　等

区内居宅介護事業所、区障がい者相
談支援センター、（区保健福祉課）区
は、必要に応じてオブザーバー参加

年3回程度開催

日中活動系
事業所部会

サービスを受ける利用者やその
家族が安心して暮らしていくこと
ができるようにするために、区内
の自立支援サービス事業所（日
中活動系）及びそのスタッフが、
情報や研修機会の提供・事業所
間の情報交換等を行い、サービ
スの質の向上等を目指す。

・区内事業所のガイドブック・社会
資源マップづくり
・事業所・総合支援法説明会　等

区内日中活動系事業所、区障がい者
相談支援センター、（区保健福祉課）
区は、必要に応じてオブザーバー参加

年3回程度開催

福島区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

福島区 相談会

高齢・障がい児/者の区別をせ
ず、困りごとが相談できる場を設
ける。
また、アウトリーチ、相談機関の
周知・情報提供や啓発の場とす
る。

・毎月、区役所にて相談ブースを
設置し、高齢・障がい児/者の相
談をワンストップで対応する。
「出張相談会」ふれあい喫茶で相
談会を実施
・区民まつりで出張相談会

区社協、区障がい者相談支援セン
ター、区内相談支援事業所、コスモス
成年後見サポートセンター、ボランティ
ア、区保健福祉課（地域福祉）

・毎月第4金曜開催（年間12
回）
「ふれあい喫茶　出張相談会」
を実施（年間10回）
・区民まつり・健康展で出張相
談会開催

区協議会

区内における相談支援事業をは
じめ障がい者福祉に関するシス
テムづくりに関し、中核的な協議
の場とする。

・協議会で各部会からの報告を
受け、課題について議論
・市民啓発のためのイベントとし
て、アルコールをテーマとする研
修会を精神保健福祉担当と共催
で開催予定

区障がい者相談支援センター、各部
会代表、身体障がい者相談員、知的
障がい者相談員、地域包括支援セン
ター、西部地域障がい者就業・生活支
援センター、障がい者スポーツセン
ター、自立支援センター、区社協、区
保健福祉センター保健福祉課

年6回程度開催（奇数月）
他に市民向け研修会1回開催
予定

運営会議

区協議会に向けて議案の検討・
検証を行う。

区協議会に向けて議案の検討・
検証を行う。

区障がい者相談支援センター、各部
会代表、区社協、区保健福祉センター
保健福祉課 毎月開催

他に市民向け研修会1回開催
予定

相談支援
事業所部会

区内の相談支援事業所が日常
的に相互連携できる場を提供す
るとともに、事例検討や勉強会を
通じて支援力の向上を目指す。

毎月、部会において情報共有及
び事例検討を行う。
部会内で選定会議も実施。

区障がい者相談支援センター、区内
相談支援事業所、区保健福祉セン
ター障がい福祉担当

毎月開催
選定件数が5件以上の場合は
臨時会を開催

居宅介護
事業所部会

区内の居宅介護事業所が日常
的に相互連携できる場を提供す
るとともに、事例検討や勉強会を
通じて支援力の向上を目指す。

隔月で、部会において情報提供
及び事例検討を行う。
必要に応じて勉強会を実施。

区障がい者相談支援センター、区内
居宅介護事業所、区保健福祉セン
ター障がい福祉担当

隔月開催（奇数月）

こども部会

区内の児童発達支援・放課後等
デイサービス事業所が日常的に
相互連携できる場を提供するとと
もに、事例検討や勉強会を通じて
支援力の向上を目指す。

毎月、部会において情報提供及
び事例検討を行う。
必要に応じて勉強会を実施。

区障がい者相談支援センター、児童
発達支援・放課後等デイサービス事
業所、区保健福祉センター障がい福
祉担当

毎月開催

相談員部会

身体障がい者及び知的障がい者
相談員が相互連携できる場を提
供するとともに、事例検討や勉強
会を通じて支援力の向上を目指
す。

隔月で、部会において情報提供
及び事例検討を行う。
必要に応じて勉強会を実施。

区障がい者相談支援センター、身体
障がい者相談員、知的障がい者相談
員、区保健福祉センター障がい福祉
担当

隔月開催（奇数月） 今年度新設

此花区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

此花区
グループ

ホーム部会

区内のグループホーム事業所が
日常的に相互連携できる場を提
供するとともに、事例検討や勉強
会を通じて支援力の向上を目指
す。

隔月で、部会において情報提供
及び事例検討を行う。
必要に応じて勉強会を実施。

区障がい者相談支援センター、グ
ループホーム事業所、区保健福祉セ
ンター障がい福祉担当

隔月開催（奇数月） 今年度新設

協議会

障がい者の課題を明確化し、解
決に向けて議論を深める。また、
各部会を統括してその円滑な運
営を図るとともに、区の施策に反
映できるよう提言を行う。

・各部会からの報告を受け、課題
について議論
・区への提言を取りまとめ、年度
末の区政会議で発表
・各部会のため全体研修会を開
催する。

区障がい者相談支援センター、各部
会代表、身体障がい者相談員、知的
障がい者相談員、地域包括支援セン
ター、就業・生活支援センター、区社
協、区保健福祉センター福祉課

年４回

相談支援部会

各事業所からの問題点等を掌握
し、利用者へのサービス向上を
目指す。

・事例検討
・学習会
・研修会

区障がい者相談支援センター、区内
相談支援事業所、区保健福祉セン
ター障がい福祉担当

年３回

児童部会

児童発達支援、放課後等デイ
サービス事業所のネットワークを
作り、障害児支援向上を図る。

・事例検討
・学習会
・研修会

児童発達支援、放課後等デイサービ
ス事業所、区保健福祉センター障が
い福祉担当

年３回

中央区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

日中活動系部会

日中系事業所を統括し、連絡会
の円滑な運営を図る。

・事例検討
・学習会
・研修会

日中活動系事業所、訪問系事業所の
代表、就労系事業所の代表、区保健
福祉センター障がい福祉担当

年３回 今年度新設

日中活動系部会
訪問系事業所連

絡会

訪問系事業所間の情報交換及
び、問題解決へ向けての意見交
換を行う。

・事例検討
・学習会
・研修会

区内訪問系事業所、区保健福祉セン
ター障がい福祉担当

年３回 今年度新設

日中活動系部会
就労系事業所連

絡会

就労系事業所間の情報交換及
び、問題解決へ向けての意見交
換を行う。

・事例検討
・学習会
・研修会

区内就労系事業所、区保健福祉セン
ター障がい福祉担当

年３回 今年度新設

中央区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

協議会

障がいのある人の地域での暮ら
しを支えるため、各般の課題を明
確化し、解決に向けた方向性に
ついて議論を深める。また、各部
会を統括してその円滑な運営を
図るとともに、区内の関係機関の
効果的な連携を促進し、地域レベ
ルの障がい者支援機能の向上を
図る。

・協議会で各部会からの報告を
受け、課題について議論
・区民啓発や区民交流のための
イベントの企画・開催
・障がい者の理解に向けた区民
向け研修会を年内に実施。
・事務局会議と新たな専門部会
の設置を進める。

西区障がい者相談支援センター、区
内相談支援事業所、西区身体障害者
団体協議会、大阪市手をつなぐ育成
会、西部地域障がい者就業・生活支
援センター、西区障がい者・児ネット
ワーク「そよかぜ」、区内居宅介護事
業所代表、区内就労支援事業所代
表、西区社会福祉協議会、西区役所
保健福祉課

年2回程度開催

相談支援部会

区内の相談支援事業所が日常
的に相互連携できる場を提供す
るとともに、事例検討や研修を通
じて支援力の向上を目指す。

各事業所からの活動報告の情報
共有と支援対策を協議。障がい
福祉サービスに関する計画相談
支援事業所の選定を実施。

西区障がい者相談支援センター、区
内相談支援事業所、西区役所保健福
祉課

毎月開催

港区 協議会

港区における相談支援事業をは
じめ、障がい者福祉に関するシス
テムづくりに関し、中核的な協議
の場とする。また、港区地域支援
調整チーム障がい者専門部会と
しての役割を担い、港区における
地域課題を検討し、区に提言を
行う等課題に取り組む。

・障がい者相談支援センターの自
己評価の実施
・研修会の実施
・みなとふれあい福祉のひろばへ
参画
・大阪精神科診療所協会主催の
市民向け講演会（テーマ「睡眠」）
に協力機関として参加

港区障害者施設連絡会
港区障がい者相談支援センターふっ
ききょう
西部地域障がい者就業・生活支援セ
ンター
地域活動支援センターふらっとめいじ
あいらぶ工房
区身体障害者団体協議会
大阪市手をつなぐ育成会港区支部
アイシティルーム
港区社会福祉協議会
大阪発達総合療育センターあさしお園
大阪発達総合療育センターゆうなぎ
園

協議会　3か月に1回
研修会　年1回

運営委員会　年6回程度

西区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

港区
相談支援

事業所連絡会

各相談支援事業所が区及び基幹
相談支援センターや地域活動支
援センターの役割を理解し、情報
交換や困難事例等を連携し勉強
していく中で円滑な支援を行うこ
とにつなげていく。また、研修等を
通して相談員個々の資質向上を
目指す。

・事業所選定会議
・情報交換や難事例のケース検
討
・自立支援事業と成年後見制度
・障がい種別ごとの制度利用
・障がい福祉サービスと介護保険
・サービス担当者会議の進め方
・児童から者への円滑な移行
・難病についての理解や制度
・聞取りや意思確認が困難な利
用者への対応
・市町村事業についての理解
・各種手当（特別障がい者手当
等）
・居宅介護の加算時間数等勉強
会

＜区内外相談支援事業所＞
港区障がい者相談支援センターふっ
ききょう
地域活動支援センターふらっとめいじ
指定特定相談支援事業みらい
相談支援センターわたぼうし
ピアみなと相談支援センター
なみいち障がい相談支援室
ほっと・すてーしょん栞
ラミール
介護センターとき
大阪発達総合療育センターあさしお園
大阪発達総合療育センターゆうなぎ
園

毎月第3木曜

協議会

区における相談支援事業所をは
じめ障がい福祉に関するシステ
ムづくりに関し、中核的な協議の
場とするとともに、区地域支援調
整チーム実務者会議の障がい者
支援専門部会として実施する。

・児童発達支援・放課後デイサー
ビス事業所、日中活動・居住サー
ビス事業所意見交換会の開催（2
回）
・市民啓発のための研修会を2月
ごろに開催
・障がい者のための相談会の開
催

障がい者相談支援センター・スクラム
西部地域障がい者就業・生活支援セ
ンター
区身体障害者団体協議会
区手をつなぐ親の会
大正わかば家族会
ふくろうの杜
北村園
地域活動支援センター・ふれあいの里
区社会福祉協議会

・協議会は偶数月開催（年6
回）

・障がい者のための相談会は
毎月開催（年12回）

計画相談支援
事業所連絡会

計画相談事業所間の連携強化を
図るとともに、計画相談利用希望
者の事業所選定を行うほか困難
ケースの課題検討などを実施す
る。

・連絡会の開催
（毎月第2月曜日）

大正区及び近接区の相談支援事業所
（ 10事業所 ）

毎月開催（年12回）

大正区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

協議会

（１）困難事例への対応についての協
議調整
（２）地域の関係機関によるネット
ワーク構築
（３）地域の社会資源の活用及び改
善の検討
（４）その他、地域の相談支援体制の
充実に必要とされる事項の検討

左記達成のための具体的な
取組み
・制度情報の積極的周知
・事例検討
・研修会

天王寺区障がい者相談支援センター
精神障害者支援の会ヒット あしすと
障がい者就業・生活支援センター
地域活動支援センターアクセス
天王寺区社会福祉協議会
大阪赤十字病院附属大手前整肢学園
高津学園知恩寮
高津学園法然寮
四天王寺たまつくり苑
大阪府家内労働センター連合授産場
大阪市立中央授産場
ネクストステージエイブル
児童デイサービス　アップル
subaco
身体障がい者相談員（3）
知的障がい者相談員（2）
手話サークル天王寺
計画相談支援事業所 アリスファイン
計画相談支援事業所 夕陽ケ丘ケアサービス
計画相談支援事業所 Peace Heart
計画相談支援事業所 ぜろひゃく相談支援センター
計画相談支援事業所 クローバーホーム
計画相談支援事業所 たにまち
計画相談支援事業所 えがお

年６回開催

運営委員会
協議会運営に関する議案
を議論する。

左記達成のための具体的な
取組み

天王寺区障がい者相談支援センター
精神障害者支援の会ヒット あしすと
大阪市障がい者就業・生活支援センター
地域活動支援センターアクセス
天王寺区社会福祉協議会
計画相談支援事業所 夕陽ケ丘ケアサービス
計画相談支援事業所 Peace Heart
計画相談支援事業所 ぜろひゃく相談支援センター

年６回開催

障がい者
相談会

障がいのある方やそのご家族
を対象に相談会を開催する。

左記達成のための具体的な
取組み
・広報手段の拡充（ＳＮＳ）
・年間予定の周知
・事前申込み制導入

天王寺区障がい者相談支援センター
精神障害者支援の会ヒット あしすと
大阪市障がい者就業・生活支援センター
地域活動支援センターアクセス
天王寺区社会福祉協議会
計画相談支援事業所 夕陽ケ丘ケアサービス
計画相談支援事業所 Peace Heart
計画相談支援事業所 ぜろひゃく相談支援センター

年３回開催

天王寺区

10 



平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

計画相談支援
部会

協議会の議論を補完し、計画
相談支援の充実を図る。

左記達成のための具体的な
取組み
・顔合わせ
・相互の情報共有

天王寺区障がい者相談支援センター
地域活動支援センターアクセス
計画相談支援事業所 夕陽ケ丘ケアサービス
計画相談支援事業所 Peace Heart
計画相談支援事業所 ぜろひゃく相談支援センター
大阪赤十字病院附属大手前整肢学園
subaco
計画相談支援事業所 アリスファイン
計画相談支援事業所 クローバーホーム
計画相談支援事業所 たにまち
計画相談支援事業所 えがお

年３回開催

就労支援部会
協議会の議論を補完し、就労
支援の充実を図る。

左記達成のための具体的な
取組み
・合同説明会の開催等

障がい者就業・生活支援センター
大阪府家内労働センター連合授産場
大阪市立中央授産場
ネクストステージエイブル

随時開催

子ども部会
協議会の議論を補完し、障が
い児支援の充実を図る。

左記達成のための具体的な
取組み
・顔合わせ
・相互の情報共有
・虐待対応等の研修

大阪赤十字病院附属大手前整肢学園
児童デイサービス　アップル
subaco
計画相談支援事業所 アリスファイン
計画相談支援事業所 夕陽ケ丘ケア
サービス
計画相談支援事業所 Peace Heart
計画相談支援事業所 ぜろひゃく相談
支援センター
計画相談支援事業所 クローバーホー
ム
計画相談支援事業所 たにまち

年３回開催 今年度新設

天王寺区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

協議会

障がいのある人の地域での暮ら
しを支えるため、区の課題を明確
化し、解決に向けた方向性につ
いて議論を深める。

協議会で区の課題について議論 区障がい者相談支援センター、ヘル
パー事業所部会代表、身体障がい者
福祉協議会、難波支援学校、地域生
活支援センターさわさわ、中部就業・
生活支援センター、区社協、区保健福
祉センター福祉課

年５回程度開催

ヘルパー
事業所部会

区内のヘルパー事業所が日常的
に相互連携できる場を提供する。

毎回、部会において各事業所か
ら活動紹介をしてもらう。事例検
討を行う。

区内障がいヘルパー事業所
相談支援事業所

年４回程度開催

西淀川区 運営委員会
主に各部会の部会長、副部会長
が参画し、自立支援協議会全体
の活動方針を検討する。

・支援にかかる課題について行
政機関への提言の検討
・西宮市への見学・交流研修を検
討

地域生活支援センター　風の輪
地域生活支援事業所　えんじょい
COCOLO相談支援センター
区社協
風の子そだち園
姫島こども園
生活介護事業所　よつば
訪問介護ステーションげんきな郷
西淀川支援学校

年6回程度開催

浪速区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

こども部会

こどもに関わる事業所、家族も参
画して、障がいのあるこどもを取
り巻く問題の解決に向けた学習
や関係者のネットワーク化を図っ
ていく。

・アンガ―マネジメントをテーマに
した研修企画を検討
・児童デイ連絡会の開催

障がい者支援センター「風の輪」
柏里保育所、福保育所、姫島保育所、
出来島保育所、大和田保育所、香蓑
保育所、佃保育所、姫里保育所、野里
保育所、青空保育園、佃幼稚園
こども相談センター
姫里小学校、姫島小学校、保護者、思
斉支援学校、西淀川支援学校、東淀
川支援学校、姫島こども園、たんぽぽ
福祉作業所、放課後等デイサービス
やまびこ、放課後等デイサービス　ス
マイル西淀

年12回程度開催

相談支援
事業所部会

相談支援事業所のスキルアップ
やネットワークの構築を図り、相
談支援の質の向上を図っていく。

・支援困難事例に向き合う研修
会の継続開催
　→学びを通じて事例検討を行い
実践に活かす。

障がい者相談支援センター　風の輪
相談支援　げんきな郷
よどきょう相談支援事業所
相談支援事業　やまびこ
相談支援事業　クローバー
大阪市立姫島こども園
ちとせ介護
西淀川発達支援センターたんぽぽ
障がい者支援　虹
障がい者支援センターどんぐり
相談支援　はるかぜ（淀川区）
ゆめ本舗（淀川区）
あい・すまいる淀川（淀川区）
”COCOLO”相談支援センター（淀川
区）

年24回程度開催

西淀川区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

生活・就労部会

さまざまな活動先の開拓や連続
性のある支援を実現するため日
中施設、就労支援のネットワーク
化を図っていく。

・仮称「事業所紹介事業」の企画
・第5回障がい児者とふれあう広
場開催を検討

地域生活支援センター　風の輪
生活介護事業所　よつば
地域生活支援センター　えんじょい
“COCOLO”相談支援センター
ネクスト
淀川地域障がい者就業・生活支援セ
ンター
風の子そだち園
たんぽぽ福祉作業所
つくし共同作業所
西淀川きさらぎ会
石井ホームヘルプセンター
げんきな郷
桜ほのぼの苑
西淀川区社会福祉協議会

年12回程度開催

居宅支援
事業者部会

居宅事業所のネットワーク化を図
り、各事業所のスキルアップを
図っていく。

・核となる参画事業所を拡大し部
会の活性化を検討
→実行部隊の組織化を検討

石井ホームヘルプセンター
訪問介護ステーションげんきな郷
各居宅介護事業所

年4回程度開催

運営委員会

淀川区における相談支援事業を
はじめ障がい者福祉に関するシ
ステムづくりに関し、中核的な協
議の場として淀川区地域自立支
援協議会を開催する。

・協議会で各部会からの報告を
受け、課題について議論
・市民啓発のためのイベントとし
て、研修会を１１月（精神部会・就
労支援部会）、２月（就労支援部
会）ごろに開催
・研修企画等各部会支援

区障がい者相談支援センター、各部
会代表、区社会福祉協議会、区役所
保健福祉課（事務局）

・毎月開催

身体障がい者
部会

区内の事業所が日常的に相互連
携できる場を提供するとともに、
事例検討や研修を通じて支援力
の向上を目指す。

・運営委員会報告
・部会において各事業所から活
動報告、情報共有、事例検討。
・当事者からの話を聞く（聴覚障
がい、内部障がいを予定）
・福祉教育推進事業（区社協）へ
の参加
・避難所見学

区障がい者相談支援センター、障が
い福祉サービス事業者、相談支援事
業所、身体障がい者相談員、区就業・
生活支援センター

・年８回程度開催

西淀川区

淀川区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

知的障がい者
部会

区内の事業所が日常的に相互連
携できる場を提供するとともに、
事例検討や研修を通じて支援力
の向上を目指す。

・運営委員会報告
・部会において各事業所から活
動報告、情報共有、事例検討。
・淀川河川敷フェスタ参加
・支援学校見学
・勉強会（成年後見・グループ
ホーム等）

区障がい者相談支援センター、障が
い福祉サービス事業者、相談支援事
業所、区就業・生活支援センター、知
的障がい者相談員

・毎月開催

精神保健
福祉部会

区内の事業所が日常的に相互連
携できる場を提供するとともに、
事例検討や研修を通じて支援力
の向上を目指す。

・運営委員会報告
・部会において各事業所から活
動報告、情報共有、事例検討。
・市民啓発のためのイベントとし
て、研修会を１１月（精神部会）ご
ろに開催

障がい福祉サービス事業者、相談支
援事業所、医療機関、訪問看護ス
テーション、区役所保健福祉課（精神
保健福祉相談員）

・偶数月開催

淀川区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

居宅介護事業所
支援部会

区内の事業所が日常的に相互連
携できる場を提供するとともに、
事例検討や研修を通じて支援力
の向上を目指す。

・運営委員会報告
・部会において各事業所から活
動報告、情報共有、事例検討。

区障がい者相談支援センター、障が
い福祉サービス事業者、相談支援事
業所

・年５回程度開催

こども支援部会

区内の事業所が日常的に相互連
携できる場を提供するとともに、
事例検討や研修を通じて支援力
の向上を目指す。

・運営委員会報告
・部会において各事業所から活
動報告、情報共有、事例検討。

区障がい者相談支援センター、障が
い福祉サービス事業者、相談支援事
業所、区社会福祉協議会、子育プラ
ザ、区役所保健福祉課（子育て支援
室担当）

・年７回程度開催

就労支援部会

区内の事業所が日常的に相互連
携できる場を提供するとともに、
事例検討や研修を通じて支援力
の向上を目指す。

・運営委員会報告
・部会において各事業所から活
動報告、情報共有、事例検討。
・働く・暮らしフェスタ（11月予定）
開催
・合同面接会（12/8）開催
・ハローワークとの意見交換
・大阪市への提言
・他地域自立支援協議会への参
加
・事業所見学

区障がい者相談支援センター、障が
い福祉サービス事業者、相談支援事
業所、区役所保健福祉課（障がい者
就労事業担当）

・隔月開催

相談支援部会

区内の事業所が日常的に相互連
携できる場を提供するとともに、
事例検討や研修を通じて支援力
の向上を目指す。

・運営委員会報告
・部会において各事業所から活
動報告、情報共有、事例検討。

区障がい者相談支援センター、相談
支援事業所

・毎月開催

淀川区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

地区自立支援
協議会全体会議

地域における障がい福祉関係者
の連携や支援体制を協議する。
また、困難事例や地域課題の検
討を行い「障がいのある人が普
通に暮らせる地域づくり」に向け
て共通の認識を持って運営して
いく組織づくり。

　協議会で各部会からの報告を受け、課
題について議論
・困難事例への対応についての協議調整
・地域の関係機関によるネットワークの構
築
・相談支援に関すること
・障がい福祉サービスに関すること
・地域福祉活動に関すること
・障がい者の就労に関すること
・障がい児に関すること
・権利擁護に関すること
・地域の社会資源の活用及び改善の検
討
・委託相談支援事業者の運営評価への
意見提出
・障がい者若しくは障がい児（以下「障が
い者等」という）の自立と社会参加に関す
ること
障がい者スポーツフェスタの開催
障がい者交流フェスタの開催
就労系事業所の説明会の開催

区身体障害者団体協議会
身体障がい者相談員
区手をつなぐ親の会（育成会）
知的障がい者相談員
地域生活支援センター　えんじょい
地域生活支援センター　風の輪
こころの相談室　リーフ
自立生活センター　Flat・きた
ヘルパーステーション歩
東淀川ふれあい市民の会
淀川地域障がい者就業・生活支援センター
区社会福祉協議会
うぃずサポートセンター
とよさとはうす
あすわーく
エフォール
あんしんサポート相談員
淀川寮
区保健福祉センター

奇数月に開催（年６回）

事務局会議 全体会の運営を論議する 上記の全体会の運営を議論する

区身体障害者団体協議会
地域生活支援センター　風の輪
こころの相談室　リーフ
自立生活センター　Flat・きた
あすわ～く
ヘルパーステーション歩
東淀川区保健福祉センター

偶数月に開催（年6回）
他随時、必要に応じて開催

東淀川区

17 



平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

居宅介護
事業所部会

区内の居宅介護事業所が日常
的に相互連携できる場を提供す
るとともに、事例検討や研修、情
報交換を通じて支援力の向上を
目指す。

毎月、部会において各事業所か
ら活動紹介をしてもらってお互い
にさらに知り合う。
ヘルパー育成などの情報交換を
行い事業所間の連携を密にす
る。
区役所と連携し介護保険と障が
い福祉サービスとの違いやその
利用について適正化を図る。

アイ・クレア・クラ
ケアサービスクオリティ
介護サービスレインボー
まごころケア東淀川
ヘルパーステーション歩下新庄
ごきげんさん
ヘルパースティションいずみ
訪問介護支援事業所アップル
ケア21淡路
ケアセンター華
訪問介護事業所ちとせ
ミサキケア
ニチイケアセンターとうよど
ええやん昭和介護サービス
ヘルパーステーション菜の花
セイアイ介護サービス
ケア21豊新
区保健福祉センター

毎月開催

相談支援部会

区内の相談支援事業所が日常
的に相互連携できる場を提供す
るとともに、事例検討や情報交
換、学習会を通じて支援力の向
上を目指す。また、基幹センター
との連携を深める。

毎月、部会において事例検討を
行う際に各月の当番を決め事例
発表してもらう。
年に3回程度、講師を招き学習会
を行う。
部会において選定会議を行う。

自立生活センター　Ｆｌａｔ・きた
こころの相談室リーフ
わかくさ
うぃずサポートセンター
淡路こども園
大阪市障がい者基幹相談支援セン
ター
区保健福祉センター

毎月開催

精神保健福祉部
会

区内の精神保健関連の医療機
関、相談支援事業所、日中活動
事業所と行政が日常的に連携
し、事例検討や学習会を通して
様々な課題解決に取り組む。

毎月、部会において各関係機関
から活動報告を受け、情報交換
を行うことで連携を深める。
また年３回程度、精神保健に関
する学習会を開催し部会外から
も参加を募り、部会活動を広めて
いく。

自立生活センター　Ｆｌａｔ・きた
こころの相談室リーフ
清水クリニック
赤とんぼ相談支援事業所
ＣＯＣＯＲＯ
ａｇａｉｎ
デューン北大阪
区保健福祉センター

毎月開催

東淀川区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

就労支援部会

区内在住の就労へ向かう障がい
のある方に対して、各事業所が
チームを組んで支援・連携をする
ことを目指す。

毎月、部会において活動紹介や
情報交換を行う。出てきた課題に
ついては解決に向けて取り組
む。年1～2回就労セミナーを行
う。

区内就労事業所、相談支援事業所、
支援学校、ハローワーク、就ポツ

毎月開催
就労セミナー

今年度新設

こども部会

区内の放課後等デイサービス事
業所や相談支援事業所、保育園
や幼稚園など、こどもに関連する
施設等が日常的に相互連携でき
る場を提供するとともに、事例検
討や研修を通じて支援力の向上
を目指す。

毎月、部会において各事業所か
ら活動紹介や事例報告をしても
らってお互いにさらに知り合う。
また、こどもに関する研修会を開
催予定。（研修内容は未定）

区内相談支援事業所、区内放課後等
デイサービス事業所、区内保育所、区
内幼稚園、区保健福祉センター子育
て企画担当 ・毎月開催

・こどもに関する研修会を開催
予定（回数は未定）

協議会

・障がいをお持ちの方が、住み慣
れた地域で自分らしく安心して暮
らせる地域福祉システムづくりを
実現するため、中核的な協議の
場として東成区地域自立支援協
議会を設置する。
・東成ｉｎｇと連携を図り、区民への
啓発・各事業所間や関係機関の
ネットワークづくりを図り、障がい
福祉サービスの向上と課題の問
題解決能力を互いに高めること
を目的とする。

・区民が気軽に相談できる場を提
供するため、『障がいのいろいろ
相談会』を行う。
・区民や支援者に対し、障がいへ
の理解を深めるため、区民啓発
講座を開催する。
・区の相談支援体制を充実させ
るため、障がい者理解や支援の
充実を主眼に置いた事業所向け
学習会を行う。
・東成区内の社会資源マップを
データー化し、区のホームページ
に掲載することにより、障がいを
お持ちの方や事業者の利便性を
図る。

東成区身体障がい者福祉会、東成区
障がい者相談支援センター・東成育成
園、自立生活支援センター・おおさか
ひがし、精神障害者地域生活支援セ
ンター・すいすい、東成区社会福祉協
議会、大阪市障がい者就業・生活支
援センター、東成ｉｎｇの代表者、相談
支援部会の代表者

・協議会　毎月開催
・相談会　年５回
・事業者向け学習会
　年２回
・区民啓発講座　年１回

相談支援部会

区内の相談支援事業所が相互
連携できる場を提供するととも
に、新規事業所の情報提供や事
例検討等を通じて支援力の向上
をめざす。

各事業所から新規開設した障がい福
祉サービス事業所の情報提供を行
う。地域移行支援・地域定着支援の
現状報告やケースをすすめるうえで
の意見交換等を行う。
また部会内で毎月選定会議を実施
する。
前段には障がい児相談支援事業所
間の情報交換の場を設ける。

区障がい者相談支援センター、区内
の相談支援事業所

毎月開催

東成区

東淀川区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

東成区
東成区障がい者
支援連絡協議会

（東成ｉｎｇ）

・障がいのある方が、地域
で自分らしく自立した生活を
送ることができるように、
事業所や支援者のスキル
アップを図り、地域のネット
ワーク構築を目指す。

・障がいサービス事業所と
地域の交流づくりを通じた
つながりづくりについての
学習会や、去年に引き続き
災害弱者への地域防災（実践
編）の学習会を開催する。
・東成区内の事業所見学会
（玉津地区）を開催する。

清心会、中央支援センター、
精神障害者地域生活支援
センター・すいすい、東成
育成園、おおさかひがし・
フォエバーいつまでも、フリー
スペースＳＵＮ、大阪障害者
就労支援センター、ポリー
ライフケアサービス、楽々
ケアプランセンター

・ｉｎｇ運営委員会
毎月開催
・事業所向け学習会
年２回
・事業所見学会
年１回

協議会/役員会
・区民及び関係機関等を対象とし
た講演会の開催
・運営委員会は事前打ち合わせ

○生野区障がい者相談支援セン
ターの運営評価
○見守り相談室の取組みについ
て
○グループホーム連絡協議会・
相談支援事業者連絡会の実績
報告
○生野区障がい者虐待防止連絡
会議の開催
○障がい者虐待の現状と対策に
ついて
○防災について学び考える　生
野区防災計画及び地区防災計画
について
○障がい児福祉業務の取組みに
ついて
○平成29年度年間計画について

生野区身体障害者団体協議会、障が
い者相談支援事業者、障がい福祉
サービス事業者、就業・生活支援セン
ター、生野区社会福祉協議会、身体
障がい者相談員、知的障がい者相談
員、生野支援学校、子ども相談セン
ター、自立支援訪問系連絡会、障がい
者連絡会、生野区保健福祉課

役員会・協議会　共に５回／年

相談支援
事業者連絡会　/

役員会

区内の相談支援事業所が日常
的に相互連携できる場を提供す
るとともに、事例検討や研修を通
じて支援力の向上を目指す。

○自立支援給付制度改正等につ
いて
○自立支援協議会実績報告に向
けて
○基幹センターからスーパーバイ
ザーを招き、事例検討を行う。
○相談支援事業所外部向け研修
の開催

区障がい者相談支援センター、区内
相談支援事業所、区保健福祉セン
ター障がい福祉担当

・毎月1～２回開催
・部会開催前週に運営委員会
開催

生野区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

協議会

地域の関係機関が集まり、情報
交換や困難事例への協力体制
の構築、各種社会資源の活用の
検討を行うことで、効果的な連携
を促進し地域での障がい者支援
の向上を図る。

・高齢・障がい部会の立ち上げの
　検討
・来年度予算要求への要望反映
・仕事部会の存廃の検討

区障がい者相談支援センター、障が
い者
団体代表、事業所代表者、区社協、思
斉
支援学校、光陽支援学校、地域活動
支
援センター、北部地域障がい者就業・
生
活支援センター、区保健福祉センター

年６回隔月（奇数月）開催
他に市民向け講演会を１

回開催予定

こども部会

・障がいのあるこどもたちの成長
や暮らしを支える地域の力を高
めていく。
・福祉や教育、町づくり等におけ
る地域課題の整理を行い、改善
を図る。
・子育て、教育、福祉分野等こど
もに関わる機関の連携強化を図
る。

・就学なんでも相談会の開催
・団体、事業所の情報収集

区障がい者相談支援センター、思斉
支援学校、光陽支援学校、旭東中学
校、太子橋小学校、清水小学校、城北
小学校、区内団体代表、中野こども病
院医師、放課後等デイサービス事業
所、大阪市こども相談センター、区保
健福祉センター

年６回程度不定期で開催
予定

相談支援部会

区内相談支援事業所の連携強
化を図りながら、事例検討や学習
会を通じて支援力の向上を目指
す。

・部会委員のための勉強会の開
催
・支援学校主催の相談会への協
力
・ケース検討会
・事業所見学会の開催
・計画相談支援の調整

区障がい者相談支援センター、区内
指定特定相談支援事業所、区保健福
祉センター障がい担当

・年6回偶数月に開催
・支援学校主催の相談会へ相
談員として毎月1回（8月は除
く）参加

仕事部会

　通所系の事業所では、仕事が
ない、単価が安い、作った製品の
販路がない等の課題がある。そ
のため地域の会社や商店、地域
活動に携わる人々とのネットワー
クを構築し、新たな仕事や仕組み
を作っていくことを目指す。

活動予定なし
区内日中通所系事業所、区商店会連
盟、区保健福祉センター障がい担当

開催予定なし
今年度中に
存続か廃止
かを決める

事業所連絡会

区内事業所への学習会の開催
や情報提供等を通じてネットワー
ク作りを行い、支援の強化を図
る。

年に２回程度、テーマを決め、学
習会を行う。

区内事業所、区障がい者相談支援セ
ンター、区保健福祉センター障がい担
当

年２回程度開催予定
時期は未定

旭区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

事務局会議
運営会議を円滑にすすめるため
に、課題を検討する。

運営会議を円滑にすすめるため
に、課題を検討する。

区障がい者相談支援センター、各部
会代表、区保健福祉センター福祉課

月1回開催

運営会議

障がいのある人の地域での暮ら
しを支えるため、各般の課題を明
確化し、解決に向けた方向性に
ついて議論を深める。また、各部
会を統括してその円滑な運営を
図る。区と障がい者団体が一体
となり、障がいのある人々が個々
に抱えている問題を、区全体で解
決していくことを目指していくため
にの活動を推進する。

・協議会で各部会からの報告を
受け、情報共有を行い、課題につ
いて話し合う。

区障がい者相談支援センター、当事
者団体・社会福祉法人・ＮＰＯ法人・医
療法人・支援学校・区社協・区保健福
祉センター福祉課

月1回開催

地域活動部会

障がいのある人の地域での暮ら
しを支えるため、地域との交流や
障がい者への理解を深める活動
を推進する。

・地域との交流事業
・防災関連事業（福祉避難所の
運営について、区と協議してい
く。地域で開催される避難訓練へ
の参加を進める。当事者部会と
連携しながら協働の取組を検
討、実施する等）

自立生活センターおおさかひがし
そうそうの杜
城東区身体障害者福祉会
知的障害者育成会城東支部
聴言障害者福祉会
視覚障害者福祉会
城東家族会
城東区社会福祉協議会
すみれ共同作業所
ほっとステーション
わかまつ園
WAKUWAKU

月1回開催

城東区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

相談支援部会

地域の相談体制の構築を目指し
て、実際の事例への支援計画作
成や計画作成への研修などを通
して、相談支援事業所（相談支援
専門員）の力量アップと各事業所
間の情報交換や交流を図る場を
提供する

・区内相談支援事業所間の連携
・ケース検討会議（ストレングスの
手法を用いて。相談支援員の質
の向上を目指す取組）等

自立生活センターおおさかひがし
そうそうの杜
当事者代表
城東区社会福祉協議会
すみれ共同作業所
ＮＰＯココペリ１２１
のんきもの
ＮＰＯワークショップ９９
ほっとステーション
ウィング
フォーワーク
社会福祉法人なかま福祉会みつき
わかまつ園
㈱あかり
あいあい
自由社
障害者相談支援センターWAKUWAKU
ケア・メンタリング
城東ケアサービス
たんと
るーと
みちしるべ
ゼスト
ビッグフレンド

月1回開催

就労部会
区内の障がい者の就労を促進す
るための取組を推進する

共同受注システムの検討、就労
アセスメントの学習会、企業との
連携強化

そうそうの杜
障害者相談支援センターWAKUWAKU
アスク京橋オフィス
ゼスト
チャレンズライフ

月1回程度開催

居宅介護部会
居宅介護における支援の質の向
上と事業所間の顔の見える関係
づくりを推進する

研修、グループワーク、他業種と
の連携

フォーワーク
あいあい
ヘルプセンター　るーと
ケア・メンタリング

2か月に1回開催

当事者部会
区内の障がい者の親睦・交流・当
事者が中心となった活動推進を
図る

交流会、講演会、虐待防止・権利
擁護活動

のんきもの
ＮＰＯワークショップ９９
てんかん協会
城東区身体障害者福祉会
WAKUWAKU

年7回程度開催

城東区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

地域生活部会
障がいのある人が地域での生活
を自立して送ることができるよう
活動を推進する。

1人暮らしやシェアハウス等での
障がい者の暮らしについて伝え
る広報活動、他の地域での取り
組みの情報収集

WAKUWAKU
ラルゲット
ほっと・ステーション
ぜすと
ウイング
ひかり

月1回程度開催

児童部会
児童発達支援や放課後デイサー
ビス事業所の質の向上を推進す
る

各事業所との交流、連携。事業
所紹介用パンフレットの作成

児童発達支援や放課後デイサービス
事業所

月1回開催

全体会

区内における相談支援事業をは
じめとする障がい者福祉に関す
るシステムづくりに関し、中核的
な役割を果たす協議の場として、
障害者自立支援法第89条第2
項、鶴見区地域支援調整チーム
設置要綱第6条第3項の規定に基
づき、鶴見区障がい者支援専門
部会（鶴見区地域自立支援協議
会）を設置する。

鶴見区障がい者相談支援セン
ターの平成27年度運営評価をは
じめ、各部会等の活動について、
必要に応じて開催する。

鶴見区障がい者相談支援センター
障害者支援センターつるみ
つるみ更生指導所
日本ライトハウス
ワークネットつるみ
児童デイサービス　けいき
花介護センター
有限会社　すみれ
鶴見区身体障害者福祉協会
大阪市手をつなぐ育成会鶴見区支部
みどり家族会
鶴見区社会福祉協議会
大阪市北部地域障がい者就業・生活支援
センター
精神障害者地域生活支援センターすいす
い

年2～3回

相談支援部会

区内の相談支援事業所が日常
的に相互連携できる場を提供仕
合い、連携を図っていく。

毎月、部会において各事業所から活
動紹介をしてもらってお互いにさらに
知り合う。制度改正等があれば事務
局より説明を行う。依頼があれば部
会内で選定会議も実施。部会とは別
に、偶数月に区役所にて、区障がい
者相談支援センターを中心に「いろ
いろ相談会」を開催。

区障がい者相談支援センター、区内
相談支援事業所、区保健福祉セン
ター障がい福祉担当

・毎月開催
・「いろいろ相談会」偶数月に
開催

事業所部会

区内の相談支援事業所及び区内
障がい福祉サービス事業所が事
例検討や研修を通じて支援力の
向上を目指す。

不定期であるが相談支援の困難
事例の検討会を行う。また研修
会等を通じ、障がいのある人も地
域で自分らしく暮らせるまちづくり
を目指していく。

区障がい者相談支援センター、区内
相談支援事業所、区内障がい福祉
サービス事業所、区保健福祉センター
障がい福祉担当 ・相談支援部会内で不定期で

事例検討会を行う。
・１～２回研修会を行う。

城東区

鶴見区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

鶴見区
地域生活
支援部会

地域に対しての障がい理解の働
きかけや、障がいのある人の地
域活動への参加促進などを通じ
て、障がいのある人と地域がつな
がるしくみを作り、障がいのある
人も地域で自分らしく暮らせるま
ちづくりを目指していく。

・災害時における要援護者支援
について検討
・地域団体等との連携づくり

鶴見区障がい者相談支援センター
鶴見区社会福祉協議会
身体障がい者相談員・知的障がい者
相談員
鶴見区身体障害者福祉協会
大阪市手をつなぐ育成会鶴見区支部
みどり家族会
茨田いるかの会
放出いるかの会
鶴見区ボランティア連絡会

年2～3回

協議会

障がいのある人の地域での暮ら
しを支えるため、各般の課題を明
確化し、解決に向けた方向性に
ついて議論を深める。そこから区
の施策に反映できるよう提言を
行う。

・協議会で各部会からの報告を
受け、課題について議論
・協議会で行う研修等の行事に
かかる意見を集約
・区への提言を取りまとめる

わかば、アテナ平和、四天王寺さんめい
苑、区社会福祉協議会、阿倍野区作業所
連絡会、市身体障がい者相談員、中部地
域障がい者就業・生活支援センター、自立
生活センター・ムーブメント、特定非営利活
動法人ワークステージ、リカバリハウスい
ちご、ウイングル大阪天王寺センター、ク
ロスジョブ

年4回開催

運営会議
協議会の運営および各部会を統
括しその円滑な運営を図る。

・29年度協議会のあり方の検討
・各部会の統括
・障がい者何でも相談会の開催
方法の検討
・事業所連絡会の企画、運営
・事例検討のまとめ

わかば、アテナ平和、区社会福祉協
議会、阿倍野区作業所連絡会、自立
生活センター・ムーブメント、ウイング
ル大阪天王寺センター

年8回開催
他随時必要に応じて開催

事業所連絡会

区内の障がいサービス事業所が
相互連携できる場を提供するとと
もに、事例検討やグループワーク
等を通じて支援力の向上を目指
す。

・区内障がいサービス事業所の
横のつながりを強化するような内
容で、年2回連絡会を開催。
・将来的に居宅介護事業所連絡
会のようなものができるような取
り組みをすすめる。

区内相談支援事業所
区内障がい児・者サービス事業所

年2回開催

相談支援部会

区内の相談支援事業所が日常
的に相互連携できる場を提供す
るとともに、事例検討や情報交換
等を通じて支援力の向上を目指
す。

・偶数月に部会を開催し、各事業
所の状況や事例等を情報交換す
る。
・相談支援事業所の立上げ説明
会を介護保険ケアマネージャー
事業所向けに実施する。

区内相談支援事業所
いぶき

偶数月開催(計6回)

阿倍野区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

研修部会
障がいにかかる支援力や理解の
向上をめざし、協議会における研
修や講演会を企画、運営する。

・奇数月に部会を開催し、28年度
は発達障がい、知的障がいにか
かる研修会を3回実施する。
・29年度研修会の企画

わかば、アテナ平和、阿倍野区作業
所連絡会、自立生活センター・ムーブ
メント、ウイングル大阪天王寺センター

奇数月開催(計6回)

研修会

区民、区内福祉関係機関を対象
に、障がいについての理解、啓
発、支援力の向上を目的に講演
会等を行う。

発達障がい、知的障がいをテー
マに、step1～step3の研修会を
開催。

区民(step1のみ)
区内福祉関係機関(高齢・障がい、子
育て)

年3回開催

日中活動系事業
所説明会ワーキ

ンググループ

区内の日中系事業所が、年1回
の説明会の開催に向け、企画運
営を行う。

・5月より毎月1回、日中系事業所
が集まり、29年1月開催に向け
て、企画運営を行う。
・今年度も区内日中系事業所の
冊子を作成する。

わかば、アテナ平和、四天王寺さんめい
苑、阿倍野区作業所連絡会、中部地域障
がい者就業・生活支援センター、自立生活
センター・ムーブメント、特定非営利活動法
人ワークステージ、ウイングル大阪天王寺
センター、クロスジョブ、ウェルビー天王寺
駅前センター

5月～毎月
第4月曜日開催

障がい児事業所
情報交換会

区内の障がい児サービス事業所
が相互に情報交換をする場を提
供するとともに、今後の部会立ち
上げにつながるよう定期的に開
催する。

・3ヶ月に1度の頻度で、区内の障
がい児サービス事業所が集まり、
各事業所の状況や課題を話し合
い、つながりを深める。

区内障がい児サービス事業所 年4回開催
今年度新規取

組

住之江区 全体会

障がいのある人の地域での暮ら
しを支えるため、各般の課題を明
確化し、解決に向けた方向性に
ついて議論を深める。また、各部
会を統括してその円滑な運営を
図るとともに、区の施策に反映で
きるよう提言を行う。

地域課題や施策提案等につい
て、全体で確認する。

関係機関の代表者が広く集まる。 年１回開催

阿倍野区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

運営委員会
協議会、事業者連絡会と連携し、
協議会活動の課題を整理し、統
括する。

協議会活動の課題を整理し、統
括する。

各部会の代表者が集まる。 隔月偶数月１回開催

事業者連絡会

事業所間の連携、情報共有、
ケース検討会によるスキルアッ
プ、地域のネットワークづくりを図
る。

情報共有、ケース検討会による
スキルアップ、地域のネットワー
クづくりを図る。

広く障がい全般に関わる事業所、作業
所、就業支援センターの関係者

隔月奇数月開催

精神保健福祉
ネットワーク

部会

精神保健福祉関係事業所間の
情報共有、連携強化を図る。

情報共有、ケース検討会による
スキルアップ、地域のネットワー
クづくりを図る。

精神保健福祉関係の各事業所、作業
所、就業支援センターの関係者

毎月開催

子ども部会
障がい児関係事業者間の情報共
有、連携強化を図る。

情報共有、ケース検討会による
スキルアップ、地域のネットワー
クづくりを図る。

障がい児関係の各事業所、作業所の
関係者

隔月奇数月開催

住之江区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

相談支援部会

区内の相談支援事業所が日常
的に相互連携できる場を提供す
るとともに、事例検討や研修を通
じて支援力の向上を目指す。

なんでも相談会、計画相談の勉
強会、ケース会議を開催

各事業所、作業所、就業支援センター
の関係者

毎月開催
・なんでも相談会　年１２回開

催

地域支援部会 困難事例のケース会議を開催
困難事例への対応についての協
議及び調整

各事業所、作業所、就業支援センター
の関係者

毎月開催 今年度新設

当事者部会
他の部会で検討していることや制
度の動きの中で、当事者で意見
交換を行う。

自立支援にかかる問題点や課題
の検討、防災への取組み

当事者を中心とした事業所等関係者 随時開催

生きがいネット
ワークづくり

地域の社会資源の活用及び改善
の検討

地域の社会資源の活用及び改善
の検討

各事業所、作業所、就業支援センター
の関係者

イベントを中心に開催

就労支援部会
就労支援における地域との連携
や、一般就労に向けた中間的な
仕組み作りを目指す。

作業所ガイドブックの作成
作業所合同説明会など

就労支援関係機関のうち、施設（就労
移行・継続B)・学校・保健師など

随時開催

住之江区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

総会
事務局会議及び各部会を統括
し、地域自立支援協議会の円滑
な運営を図る。

・事務局からの活動報告を踏ま
え、今後の運営方針を決定する。
・区障がい者相談支援センター運
営評価を審議する。

区障がい者相談支援センター
区内障がい福祉サービス事業所
住吉区社会福祉協議会
南西部地域障がい者就業・生活支援
センター
ハローワーク阿倍野
住吉区身体障がい者団体協議会
区保健福祉センター保健福祉課

年2回開催

事務局会議

障がいのある人の地域での暮ら
しを支えるため、各般の課題を明
確化し、解決に向けた方向性に
ついて議論を深める。
また、各部会の円滑な運営を図
る。

・各部会からの報告を受け、課題
について議論する。
・「障がい者の暮らし何でも相談」
を開催し、その後の事務局会議
で相談内容についてケーススタ
ディを行う。
・グループホームをテーマに区民
向けのパンフレットを作成予定

区障がい者相談支援センター
区内障がい福祉サービス事業所
住吉区社会福祉協議会
南西部地域障がい者就業・生活支援
センター
ハローワーク阿倍野
住吉区身体障がい者団体協議会
区保健福祉センター保健福祉課

事務局会議、「障がい者の暮
らし何でも相談」を毎月開催

事例検討会議

区内の障がい福祉サービス事業
所が困難事例について検討を行
い、社会資源情報の共有や、支
援力の向上を図る。

・参加事業所が持ち回りで困難
事例を発表し、対応策について
議論
・検討後に学識経験者が助言

学識経験者
区障がい者相談支援センター
区内障がい福祉サービス事業所
住吉区社会福祉協議会
南西部地域障がい者就業・生活支援
センター
区保健福祉センター保健福祉課・生
活支援課

毎月開催

精神保健福祉
ネットワーク会議

精神障がい者が、住み慣れた地
域でより自立した生活を送るため
の支援体制作りをめざし、関係者
間の情報交換等を行う。

・社会資源等にかかる情報交換
・困難事例の検討

区障がい者相談支援センター
区内障がい福祉サービス事業所
精神科医療機関
住吉区社会福祉協議会
南西部地域障がい者就業・生活支援
センター
区保健福祉センター保健福祉課

奇数月開催

住吉区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

相談支援部会
区内の相談支援事業所が相互に
連携し、事例検討や研修を通じて
支援力の向上を目指す。

・各事業所の活動内容紹介
・社会資源の情報共有
・事例検討

区障がい者相談支援センター
区内相談支援事業所
区保健福祉センター保健福祉課

毎月開催

グループホーム
部会

区内のグループホーム事業所が
相互に連携し、事例検討や研修
を通じて支援力の向上を目指
す。

・各事業所の活動内容紹介
・社会資源の情報共有
・事例検討

区内グループホーム事業所 随時開催

事業所連絡会
（研修会）

主に区内の障がい福祉サービス
事業所を対象に研修会を開催
し、サービス提供にかかる支援力
の向上を目指す。

・各回ごとにテーマを設定し、研
修会を年4回開催

区内障がい福祉サービス事業所
区民

年4回開催

本会議

地域の代表者レベルが集まり地
域自立支援協議会の計画、実
績、方向性について協議確認を
行う。
定例会や専門部会で協議された
事項や施策提案について協議会
としての意思確認を行い、自治体
などへ提案する。
地域のシステムとして協議会や
相談支援体制が機能していくた
めの会議を行う。

前年度活動の報告
年度方針の確認
各部会の活動報告
来年度予算の検討
地域課題の検討
代表者会議への提出課題の検
討
事例検討

区障がい者相談支援センター、各部
会代表、身体障がい者リハセン相談
担当、南部地域就業・生活支援セン
ター、区社協、子ども相談センター、区
保健福祉センター保健福祉課（障が
い、健康づくり）保護課

年４回予定
とんフェス

(区障がい者ﾌｪ
ｽﾃｨﾊﾞﾙ)

事務局会議

地域自立支援協議会の運営に関
して協議する。
定例会の協議事項や提出資料
等の調整。
協議会の運営の方向性や地域づ
くりに係る方向性を協議する。
行政と相談支援事業者を中心に
地域の中核的なメンバーで構
成。

各部会の活動報告
地域課題の検討
とんフェス（区障がい者ﾌｪｽﾃｨﾊﾞ
ﾙ）の計画・実施
事例検討

区障がい者相談支援センター、各部
会代表、南部地域就業・生活支援セン
ター、区社協、区保健福祉センター福
祉課

年１２回（毎月第１月曜）
事業所マップ作

成
相談会

相談支援部会

各相談支援事業所が持ちうる課
題について共有し意見交換等を
おこなう。
相談支援事業所として必要な知
識・情報を共有していく。

研修会を予定（４回）
事業所見学会
地域課題検討

相談支援事業所
区保健福祉課障がい・地域福祉（月１
回）

選定会議兼で毎週月曜日

住吉区

東住吉区
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平成28年度各区自立支援協議会開催予定　　(平成28年７月時点) 資料１－２

区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

子ども部会

各方面での障がい児に関わる教
育・保育・事業所・行政のメン
バーの知識・情報を共有してい
く。

研修会を予定
施設見学会
事業所情報集の作成

児童相談支援、児童発達支援、放課
後デイ事業所
区内保育所、幼稚園、小学校、中学
校、支援学校
子ども相談センター、家庭児童相談
員、発達障がい児サポーター

年４回
運営委員会は年８回

日中活動系
連絡会

障がい者の活動を支援する事業
所においての知識・情報の共有
を行う。

３区合同事業所説明会開催
就労移行、就労継続Ａ、就労継続Ｂ、
生活介護、相談支援事業所

年３回
部会開催前に運営委員会を

開催

訪問系連絡会
障がい者介護を行う事業所にお
いての知識・情報の共有を行う。

研修会を予定
居宅介護、重度訪問支援、移動支援、
行動援護、行動援護事業所

年２回

全体会議 平成２７年度の活動報告等

区障がい者相談支援センター、区内
事業所、
区保健福祉センター障がい福祉担当 年１回開催

運営会議

改正設置要綱の運用開始
役員選出
各部会報告
当事者参加の協議
新たな部会設置検討
その他活動についての協議

区障がい者相談支援センター、区内
相談支援事業所、
区保健福祉センター障がい福祉担当

年４回開催

相談事業部会

平野区の相談支援事業所を中心
として、平野区障がい者相談支
援センターや就業・生活支援セン
ターからの参加も含め、個別ケー
スの困難事例、 新規事業所の開
設状況などの情報交換や平野区
保健福祉センターとの連携につ
いての議論などを行なう。また、
区内の相談支援事業所が日常
的に相互連携できる場を提供す
るとともに、事例検討を通じて支
援力の向上を目指す。

毎月、部会において相談支援事
業所から近況報告・情報交換・意
見交換等を行いお互いにさらに
知り合う。事例検討を行う。依頼
があれば部会内で選定会議も実
施。

区障がい者相談支援センター、区内
相談支援事業所、
区保健福祉センター障がい福祉担当

毎月開催

平野区

東住吉区

障がい者の地域における生活を
支援し、自立と社会参加を促進
するため、平野区における障が
い者福祉に関するシステムつくり
に関して協議する。事業所の相
互連携できる場を提供し、情報共
有や支援力の向上を目指す。

31 
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

日中活動部会

平野区の生活介護、就労継続支
援、地域活動支援センター等の
事業所を中心に通所事業所に関
連する事項について情報交換、
協議、イベント開催などを行なう。
また、区内の日中活動事業所が
日常的に相互連携できる場を提
供するとともに、事例検討を通じ
て支援力の向上を目指す。

毎月、部会において通所事業所
から活動紹介をしてもらってお互
いにさらに知り合う。情報共有の
ほか、区内の色々な催しに参加
し物販を行ったり、広報活動を
行ったりしている。 区内日中活動事業所 １回／3か月開催

研修部会

平野区の障害福祉サービス事業
所をはじめその他の関係機関や
一般の方を対象に平野区の障害
者福祉に関連するテーマを取り
上げ、講師を招いて研修を行な
う。これらの研修を通して、支援
力の向上を目指す。

テーマの選定
障がい福祉についての啓発活動

区内事業所他 １回／２か月開催

居宅事業部会

居宅介護関係事業所が関係を築
き、また連絡網を構築することに
より、それぞれの事業所が抱える
諸課題を事業所全体で共有し、
その解決のための取り組みを行
なう。
また、スムーズな情報交換を可
能にし、平野区内の障がい当事
者や相談支援事業所等にとって
の利便性を向上させることを目的
として活動する。
区内の居宅支援事業所が日常
的に相互連携できる場を提供す
るとともに、事例検討を通じて支
援力の向上を目指す。

部会の新規設置に向けての準備
会を開催したのち、定例会を開催
する。
定例会ではテーマを設定したグ
ループワークを行う。

区内居宅支援事業所 未定 今年度新設

平野区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

審議部会

障がいのある方の自立生活を支
援する関係機関および関係団体
の代表者並びに関係者による会
議とし、検討部会からの活動状
況の報告およびその評価に関す
る事項について審議する

・検討部会からの活動状況報告
・各部会からの意見取りまとめ
・協議会の要綱の検討

障がい福祉の関係機関の代表者等
（各部会の機関含む）

年に１回

身体・知的障害
者専門部会

障がいのある方の自立生活を支
援するため、身体障がい・知的障
がいに対する専門の事項につい
て調査研究、検討等を行い、支
援力の向上を目指す。

・研修会４回
（生活保護勉強会、人格障がい
について、依存症について、他１
回）
・フィールドワーク１回
・事例検討２回
・提言書・意見書についての検討
２回
・区委託相談支援センター評価１
回
・日中活動系事業所連絡会、また
は情報交換会１回

第一博愛
第二博愛
障害者支援施設いまみや
ヒューマンライツ福祉協会
西成人権協会
白寿苑
グループホームあいえる
区身体障害者団体協議会
知的障がい者相談員
W・I・N・Gー路をはこぶ
地域福祉アクションプラン推進委員会
釜ヶ崎支援機構
西成障害者会館
西成区サービス事業所連絡会障がい
事業分科会
釜ヶ崎ストローム
社会福祉協議会
区内相談支援事業所
区保健福祉センター生活援助
区保健福祉センター地域保健活動
区保健福祉センター地域福祉

１～２か月に１回

西成区
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区 名称 設置趣旨・目的 今年度の主な活動 参画機関 開催頻度又は回数 備考

精神障害者部会

障がいのある方の自立生活を支
援するため、精神障がいに対す
る専門の事項について調査研
究、検討等を行い、支援力の向
上を目指す。

同上

救護施設ひきふね
ヒューマンライツ福祉協会
西成人権協会
阿倍野公共職業安定所
西成さつき会作業所
アザリア
釜ヶ崎ストロームの家
喜望の家
西成さつき家族会
ふれあいの里
中部障がい者就業・生活支援センター
地域福祉アクションプラン推進委員会
釜ヶ崎支援機構
西成区社会福祉協議会
コスモスクリニック
ふるさとの家
小谷クリニック
区保健福祉センター生活援助
区保健福祉センター地域保健活動
区保健福祉センター地域福祉

＊H24年5月から身体・知的障
がい者専門部会と合同開催し

ています。

教育部会

地域に暮らす障がい児の支援に
対する専門の事項について調査
研究、検討等を行い、支援力の
向上を目指す。

未定

橘小学校
今宮中学校
ヒューマンライツ福祉協会
西成人権協
こども相談センター
千本保育所
（財）大阪市教育振興公社児童いきい
き放課後事業部運営課
教育委員会人権・国際理解教育担当
西成区保健福祉センター
教育委員会事務局インクルーシブ教
育推進担当

随時開催

西成区
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西成区 検討部会

区内の障がい者の福祉・保健・医
療・教育・就労等のニーズを把握
し、適切なサービス提供を実施で
きるよう、各種施策の連絡調整、
障がい者の自立・社会参加の促
進、福祉の向上を目的とし、ま
た、区内における相談支援事業
をはじめ障がい者福祉に関する
システムづくりに関し、中核的な
協議の場として設置する。

・専門部会で実施する内容につ
いて
・障がい者自立生活支援調整協
議会の運営について
・提言書・意見書について

釜ヶ崎ストロームの家
小谷クリニック
さつき会作業所
西成区サービス事業者連絡会障害事
業分科会
ふれあいの里
ヒューマンライツ福祉協会
W・I・N・Gー路をはこぶ
区社会福祉協議会
教育委員会事務局インクルーシブ教
育推進担当
区保健福祉センター地域福祉
区保健福祉センター地域保健活動

毎月開催
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